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【解法のポイント】 

相手方と通じてした虚偽表示の無効を、虚偽表示をした者が主張できるのは、第三者

が 94 条２項の第三者にあたらない場合である。 

第三者とは、当事者および包括承継人以外の者で、虚偽表示による法律行為の存在を

前提として新たに利害関係に立った者をいう。 

各肢に登場する第三者はどのような者なのか、しっかり判断してほしい。 

ア 認められる  

 

 

 

 

 

 

 

 

判例は、仮装売買から生ずる債務者の登記請求権を代位行使する債権者は、94 条２項

の第三者にはあたらないとしている（大判昭 18.12.22）。債権者Ｃは、ＡＢ間の仮装売

買とは無関係に、仮装売買の買主Ｂに対して債権を取得したのであり、虚偽表示に基づ

く法律関係を前提として新たに利害関係に立った者とはいえないからである。したがっ

て、ＡのＣに対する売買契約の無効主張は認められる。 

イ 認められる  

 

 

 

 

 

 

 

 

判例は、土地の仮装譲受人から同土地上の建物を賃借した者は、94 条２項の第三者に

はあたらないとしている（最判昭 57.6.8）。94 条２項の第三者であるためには、法律上

の利害関係人であることを要するが、土地と建物とは別個の不動産であり、Ｄは建物の

賃借人であって、虚偽表示の目的である土地の賃借人ではないため、事実上の利害関係

人にすぎず、ＡのＤに対する売買契約の無効主張が認められる。 

虚虚偽偽表表示示  正解 １ 問題 ４ 

Ｂ 
甲土地の仮装売買 

Ａ 
甲 

乙建物を賃借 
Ｄ 

無効主張できるか？ 

乙 
（建物賃借人） 

Ｂ 
仮装売買 

Ａ 
甲 

代位請求 

Ｃ 

無効主張できるか？ 

金銭債権 （債権者） 
登記請求権 
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問題６ ＡがＢの代理人としてＢ所有の不動産を第三者に売却することとする旨の契

約がＡとＢの間で交わされた。この場合に関する次の記述のうち、誤っている

ものはどれか 

 
１ Ａが未成年者であったにもかかわらず、法定代理人の同意を得ないでＢとの

契約を締結した場合には、その契約を締結する旨のＡの意思表示は取り消すこ

とができる。 

２ Ａが成年被後見人である場合において、ＡがＢの代理人として第三者と売買

契約を締結したときには、その契約を締結する旨のＡの意思表示は取り消すこ

とができない。 

３ ＡがＣとの間で売買契約を締結した場合、Ｃの意思表示がＢの詐欺によるも

のであったときでも、Ａがその事実を知らなかった場合には、Ｃはその意思表

示を取り消すことができない。 

４ Ａは、その不動産を第三者Ｃに売り渡した後、Ｃへの所有権移転の登記申請

についてＢを代理する場合に、Ｃからも委任を受けてその申請につきＣを代理

することができる。 

５ ＡがＢのためにすることを示さないで意思表示をした場合であっても、相手

方である第三者が、Ｂのためにすることを知っていたときには、その意思表示

は直接本人に対して効力を生ずる。 

 




